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醍 地域の小規模病院や診療所へ

感染対策のための支援を行った

取り組み
高砂市民病院看護局主任(感染管理認定看護師)中島博美

詰邁*-,_..i.I-.-.ら..蔦i ∴∴∵∴∴÷∴∴､∴∴:∵∵､-.､.∴∴ -i二一＼- 圧｣二二_( 外来惑染対策向上加算が新設され､カンファレンスや訓練など連携することが要件となった｡主な施設基 

準として､｢帝診療所であること､(12)専任の院内感染管理者が配置されていること､(131少なくとも年2回程 

度､感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内惑染 

対策に関するカンファレンスに参加していること､せ感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又 

は地域の医師会が主催する新興惑染症の発生等を想定した訓練について､少なくとも年1回参加している 

こと､{を新興惑染症の発生時等に､都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制 

を有し､そのことについて自治体のホームページにより公開していること｣がある1)○ 

∴:∴∴∴∴ 

指導強化加算の施設要件は､｢他の保険医療機関(惑染対策向上加算2､感染対策向上加算3又は外 

来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限るo)に対し､院内感染対策に係る助言 

を行うための必要な体制が整備されていること｣である1)o ∴∴ 

まず医師会にカンファレンスの案内をしたが､面識のない先生方が参加されるのか､加算2の参加もあるな 

かでどのような内容が望ましいのか惑染制御室で検討した. 

-十i凸診療報酬改定基準の確認全等 

･少なくとも年2回程度､加算1または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関する力ンフアレ 

ンスに参加していること○また､加算1病院または地域の医師会が主催する新興感染症の発生などを想 

足した訓練に､少なくとも年1回参加していることが算定要件である○ 

･指導強化加算は､加算1の専従医師または看護師は､1年間に4回以上､加算2､3または外来感染対 

策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行った場合､指導強化加算として､30点を 

算定する｡外来における連携強化加算は､加算1の医療機関に対して､過去1年間に4回以上､感染症 

の発生状況､抗菌薬の使用状況について報告を行うことで3点の加算となる○ 

･サーベイランス強化加算は､厚生労働省の院内感染対策サーベイランス(JANiS)､感染対策連携共通 

プラットフォーム(｣-SIPHE)など地域や全国のサーベイランスに参加することで1点の加算となるo 
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